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補助金交付の手引き 
  
  

 

 

 

 

売買・賃貸 

契約締結 

空  家  バ  ン  ク 

物件登録者 利用登録者 

登録物件 

空家バンク制度に登録された空家の売買などによる家財の処分

や改修工事の費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。 
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１ 補助制度の趣旨                   

 龍ケ崎市では，空家バンク制度に登録された空家（以下「登録物件」

という。）の活用を促進し，空家の解消及び定住促進を図るため，登録

物件の売買等による家財処分や改修工事を行うための費用について，そ

の一部を予算の範囲内で補助します。 

 

２ 補助対象となる空家・対象者 

・補助対象の空家 … 補助の対象となる空家は，登録物件です。 

 

・補助対象者 … 登録物件の所有者等（以下「登録者」という。）と

空家バンク制度に利用登録した者（以下「利用登録

者」という）です。双方の間において，登録物件の

売買契約又は賃貸借契約が成立していることが必要

です。 

 

３ 補助金の種類 

 補助金の種類は次の２種類となります。 

 ①家財処分費補助金 … 登録物件の家財の処分に要する経費です。 

※産業廃棄物は対象外です。 

 

 ②空家改修工事費補助金 … 登録物件の改修工事に要する費用です。 

※解体工事は対象外です。  

 

補助金の種類 補助対象者 補助金の額 

①家財処分費補助金 登録者 
限度額１０万円 ※ 

（対象費用の１／２） 

②空家改修工事費補助金 利用登録者 
限度額５０万円 ※ 
（対象費用の１／２） 

                    ※ 1,000円未満切り捨てです 

 
 

  

第１章 空家バンク活用促進事業補助金制度の概要 
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４ 補助対象の事業 

・補助対象者が発注すること。 

・市内に本店，支店又は営業所がある事業者が請け負うものであること。 

・交付申請を行った年度内に着手し，完了すること。 

・補助対象物件の売買又は賃貸借契約日等から１年以内の申請であるこ

と。 

  

 ※ 補助金の交付決定前に着手した場合は補助対象外です。 

 

５ 補助の対象者（申請者） 

補助金の交付の対象となる者は家財処分費補助金については，登録者

が，空家改修工事費補助金については，登録物件に１０年以上居住予定

である利用登録者で，次のいずれにも該当する者です。 

  

（１）申請時に市民税などの滞納をしていないこと。 

          ⇓ 

市民税，固定資産税・都市計画税，軽自動車税，国民健康保険

税，介護保険料，下水道使用料 

 

（２）登録者と利用登録者が３親等以内の親族でないこと。 

 

 （３）反社会的勢力（暴力団員）やその関係者でないこと。 

 

６ 補助対象の経費 

家財処分費補助金及び空家改修工事費補助金の補助金交付の対象とる

経費（以下「補助対象経費」という。）は次のとおりです。 

 

（１）家財処分費補助金（登録物件の家財の処分に要する経費） 

 ※次のいずれにも該当すること。 

  

ア 登録者と利用登録者との間で売買契約又は賃貸借契約が成立 

した登録物件の家財であること。 

 

   イ 登録物件の機能の維持又は改修工事を行うために処分するも

のであること。 

 

   ウ 産業廃棄物に該当しないものであること。 
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（２）空家改修工事費補助金 ※次のいずれにも該当すること。 

 

ア 登録者と利用登録者との間で売買契約又は賃貸借契約が成立

したものであること。 

 

イ 耐久性，機能の維持又は向上させるために行う改修工事であ

ること。 

   例）屋根，壁，天井，台所等の改修工事などです。 

 

※ 補助対象経費となる改修工事の具体例については，第４章よ

くある質問・Q＆A（32・33ページ）をご覧ください。 

 

７ 補助金の額など 

 家財処分費補助金及び空家改修工事費補助金ともに，補助対象経費の

２分の１の額（１，０００円未満は切捨て）を補助します。ただし，家

財処分費補助金は１０万円を，空家改修工事費補助金は５０万円を上限

とします。 

 なお，家財処分費補助金は登録者，空家改修工事費補助金は利用登録

者が申請者となります。 

 

 ※同一物件へは家財処分費補助金及び改修工事費補助金それぞれ１回

のみ申請することができます。 
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 補助金の申請の流れについては，下記のとおりとなります。申請を考えている方

は，まずは生活安全課空家対策室へご相談ください。 

 補助金の申請には，登録物件の登録者と利用登録者との間で，売買契約又は賃貸

借契約が成立していることが必要です。 

 なお，「③交付決定の通知」を受ける前に既に契約済の場合は，対象外です。 

    

 

家財処分費（１０万）         改修工事（５０万） 

（登録者が申請）           （利用登録者が申請）     

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 押印義務の廃止について … 当補助金の申請にかかる申請書，誓約書，変更申

請書，実績報告書及び交付請求書は，自署の場合は押印省略可です。  ただし，押

印省略をした場合は，免許証等のコピーの添付又は提示が必要です。 

①登録者と利用登録者で売買契約（又は賃貸借契約）が成立 

②家財処分費補助金の申請（※） 

③市が交付決定又は不交付決定の通知 

⑥契約  ⇒  家財処分 ⇒  完了 

⑤市が変更決定の通知 

⑦実 績 報 告（※） 

⑨市へ補助金の請求（※） 

⑧市が交付額確定の通知 

②空家改修工事費補助金の申請（※） 

⑩市より補助金を交付 

⑥契約  ⇒  改修工事 ⇒  完了 

⑤市が変更決定の通知 

第２章   補助金の申請手続きの流れ 

④変更申請（変更がある場合）（※） 

③市が交付決定又は不交付決定の通知 

④変更申請（変更がある場合）（※） 

ポイント！ 
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① 登録者と利用登録者の間で売買契約（又は賃貸借契約）の成立 

  補助金の交付を受けようとする方は，「補助金交付申請書」を提出する前に，まず

は生活安全課へお問い合わせください。 

   

補助対象となるか，主に以下の項目について事前に確認させていただきます。 

 

ア 家財処分費補助金は登録者が，空家改修工事費補助金は利用登録者が申請

者であること。 

イ 市税等の滞納がないこと。（３ページ参照） 

ウ 登録者と利用登録者が３親等以内の親族でないこと。 （参考：P.３５） 

エ 反社会的勢力（暴力団員等）でないこと。 

オ 利用登録者については，１０年以上居住見込みであること 

  カ 申請した年度内に着手し，かつ，完了するものであること。 

キ 補助対象物件の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から１年以内である

こと。 

ク 補助対象経費であること。 

                              など 

 

② 補助金の交付申請 【申請者 ⇒ 生活安全課へ】  

補助金の交付を受けようとする方は「龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交

付申請書（様式第１号）」に必要書類を添付して申請して下さい。 

 

 注）家財処分費補助金と空家改修工事費補助金とでは,添付書類が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〇添付書類（共通） 

 

１）龍ケ崎市空家バンク活用促進事業実施計画書（p.１１又は２１様式第２号）   

 

２）家財処分又は改修工事に要する費用が分かる見積書及びその内訳書の写し 

   ※ 市内の事業者が対象です。業者の住所表記が龍ケ崎市内であり，見積

書の宛名が申請者となっていること。 

 

３）登録物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し 

   

４）家財処分前又は改修工事の施行前の写真 

   それぞれ，状況が分かるよう状況に応じて複数枚を撮影。 

 

５）誓約書 

家財処分用（p.１２様式第３号）又は改修工事用（p.２２様式第４号） 

   

６）その他 

  必要に応じて提出。 
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③ 交付決定・不交付決定の通知 【生活安全課 ⇒ 申請者へ】 

「②補助金の交付申請」の内容を審査し，補助金交付の可否の決定をし，「龍ケ崎

市空家バンク活用促進事業補助金交付（不交付）決定通知書」（様式第５号）により

通知します。 

 

※申請から決定通知書の送付まではおよそ２週間です。申請は余裕をもって行っ

てください。 

 （書類の不備や確認事項が多い場合はさらに時間を要する場合があります） 

 

④ 変更申請 【申請者 ⇒ 生活安全課へ】 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付要綱第７条の申請内容を変更（中止

を含む）しようとするときは，「龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金変更申請

書」（様式第６号）に必要書類を添付して提出ください。 

    

 

⑤ 交付変更決定の通知 【生活安全課 ⇒ 申請者へ】 

変更申請書の内容を審査し，申請内容の変更を決定した場合は「龍ケ崎市空家バ

ンク活用促進事業補助金交付変更決定通知書」（様式第７号）により通知します。 

 

 

⑥ 契約 ⇒ 家財処分 ⇒ 完了 【申請者 ⇒ 生活安全課へ】 

（又は改修工事） 

市からの補助金交付決定通知を受けてから業者と契約を交わし，家財処分（又は

改修工事）を実施してください。 

  

※ 工事等の途中で内容に変更が生じる場合には，速やかに生活安全課へ連絡

し，指示を受けてください。内容により，「龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補

助金交付変更申請書」の提出が必要となります。 

〇空家改修工事費補助金申請の場合は，上記に加えて，下記の提出が必要となり

ます。 

 

１）建築日の区分に応じて，次の書類の写し 

・昭和５６年６月１日以後の物件 … 建築基準法第６条第１項又は同法第

６条の２第１項に規定する確認済証など 

・昭和５６年５月３１日以前の物件 … 耐震基準適合証明書（平成１７年

国土交通省告示第３８５号別表又は平成１７年国土交通省告示第３９４号

別表に定めるものをいう。）その他耐震性が確保されていると判断できる書

類の写し 

 

２）申請者の住民票の写し 

    （申請日から３ケ月以内のもの） 
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⑦ 実績報告 【申請者 ⇒ 生活安全課へ】 

 家財処分（又は改修工事）が完了したら，速やかに次の書類を提出してくださ

い。提出は，交付決定を受けた年度内の３月３１日もしくはその完了した日から

起算して３０日以内の日のいずれか早い日です。 

 提出書類 

１）龍ケ崎市空家バンク活用促進事業完了実績報告書【P.１６又は２６様式第

８号】 

２）家財処分後又は改修工事の施工後の写真（必要に応じて複数枚） 

３）補助対象事業に係る費用の領収書の写し 

４）その他市長が必要と認める書類 

 

 

⑧ 補助金交付額の確定 【生活安全課 ⇒ 申請者へ】 

提出された実績報告書の内容を審査し，必要に応じて現地調査を行った上で，

補助金額を確定し，「龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付額確定通知書」

（様式第９号）により通知します。 

 
 

⑨ 補助金の交付請求額 【申請者 ⇒ 生活安全課へ】 

 ⑧補助金交付額確定の通知を受けた後，「龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助

金交付請求書」（様式第１０号）により，請求してください。 

  なお，振込先は申請者名義の口座を記載してください。 

 

 

⑩ 補助金交付 【生活安全課 ⇒ 申請者へ】 

交付請求後，ご指定の口座に振込みます。なお，入金までの目安は，適正な請

求書を受領後，２週間程度です。 

 

 

その他 

 申請者が補助金を偽りその他不正な手段によって交付の決定を受け，又は補助金

の交付を受けたときは，補助金の交付を取り消し，既に交付した補助金があるとき

は，その全部又は一部の返還となります。 

 

 交付決定者は，当補助金の交付に係る経費の収支を明らかにする書類を作成し，

補助対象事業の完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して５年を経過する

日まで保存する必要があります。 

 

 

◎ 問合せ窓口 

〒３０１－８６１１ 茨城県龍ケ崎市３７１０番地 

龍ケ崎市役所 生活安全課 空家対策室 

電話 ０２９７－６４－１１１１（内線４９２・４９３） 
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１．家財処分費の補助金の申請 

《 申請者が作成する 》 

様式第１号（第７条関係）  

                                      

令和〇〇年〇〇月〇〇日  

 

龍ケ崎市長 様 

 

 申請者 住  所 龍ケ崎市〇〇２丁目１－１ 

                  氏  名 龍ケ崎 一郎    印 

                   電話番号 ６４－×××× 

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付申請書 

              

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金の交付を受けたいので，龍ケ崎市空家

バンク活用促進事業補助金交付要綱第７条の規定により関係書類を添えて申請し

ます。 

なお，同要綱第４条の規定に関し，市が必要な調査をすることに同意します。 

補助金の種類 
 ■家財処分費補助金 

 □空家改修工事費補助金 

申請者区分 
 ■登録物件の所有者等 

 □空家の利用登録者 

登録物件の所在地  龍ケ崎市〇〇町〇〇番地 

補助対象額    １８０，０００ 円 

補助金交付申請額     ９０，０００ 円 

内  容  家財処分の費用 

補助事業の 

実施期間 
令和〇〇年〇月〇〇日 から 令和〇〇年〇〇月〇〇日まで 

事業の請負業者 

住所又は

所在地 

龍ケ崎市〇〇町〇〇番地 

     電話 ６０－×××× 

氏名又は

名称 
  〇〇〇〇 龍ケ崎営業所 

第３章      申請書等の記載例 
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添付書類等  

 家財処分費補助金 
担当課 

記載欄 

１ 空家バンク活用促進事業実施計画書（様式第２号）  

２ 家財の処分に要する費用が分かる見積書及び内訳書の写し  

３ 登録物件の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し  

４ 家財の処分前の状況が分かる写真  

５ 誓約書（家財処分用）（様式第３号）  

６ その他（                      ）  

 

 

 空家改修工事費補助金 
担当課 

記載欄 

１ 空家バンク活用促進事業実施計画書（様式第２号）  

２ 改修工事に要する費用が分かる見積書及び内訳書の写し  

３ 昭和５６年６月１日以後に建築された家屋 

  ・建築基準法第６条第１項又は同法第６条の２第１項に規定す

る確認済証その他の耐震性の確保が判断できるものの写し 

昭和５６年５月３１日以前に建築された家屋 

  ・耐震基準適合証明書その他の耐震性の確保が判断できるもの

の写し 

 

４ 登録物件の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し  

５ 改修工事の施工前の写真  

６ 誓約書（改修工事用）（様式第４号）  

７ 申請者の住民票の写し  

８ その他（                      ）  

 

 

【担当課記載欄】 

納 

税 

状 

況 

調 

査 

欄 

区    分 滞納の有無 特記事項 

市民税 有 ・ 無 

確認者   印 

固定資産税・都市計画税 有 ・ 無 

軽自動車税 有 ・ 無 

国民健康保険税 有 ・ 無 

介護保険料 有 ・ 無 

下水道使用料 有 ・ 無 

 

  

本人確認 □免 □パ □マイカ □保 □他（           ） コピー・提示 
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                                      《 申請者が作成する 》 

様式第２号（第７条関係）                    

                                   令和〇〇年〇〇月〇〇日 

          

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業実施計画書 

 

補助事業の種類 

■ 家財処分費補助金     □ 空家改修工事費補助金 

 

補助事業を実施する箇所 内   容 

龍ケ崎市〇〇町〇〇番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

例） 

タンス×３， こたつ×１， ベッド×２， 

ダイニングテーブル×１，椅子×４ 

冷蔵庫×１  

テレビ×２ 

テレビ台×２ 

電子レンジ×１ 

洗濯機×１ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

その他（食器，布団など） 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
 

  

処分費を行う家財の種類，数量等を記載して

ください。 
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《 申請者が作成する 》 

様式第３号（第７条関係） 

                                    

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

          

龍ケ崎市長 様 

 

誓約書（家財処分用） 

 

住所  龍ケ崎市〇〇２丁目１－１  

氏名  龍ケ崎 一郎    印     

 

私は，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金の交付申請に当たり，下記の事

項について誓約します。 

 

 

１ 私は，利用登録者である   竜崎 次郎   と３親等以内の親族ではあ

りません。 

 

２ 龍ケ崎市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号

に規定する暴力団員等ではありません。 
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《 市が作成する 》 

様式第５号（第８条関係）               

 

龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号 

 

（申請者）住所  龍ケ崎市〇〇２丁目１－１ 

氏名  龍ケ崎 一郎       

 

 龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付（不交付）決定通知書 

   

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のあった龍ケ崎市空家バンク活用促進事業

補助金の交付について，次のとおり決定したので，龍ケ崎市空家バンク活用促進

事業補助金実施要綱第１０条第１項の規定により通知します。 

   令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長       印  

 

記 

 

１ 補助金の種類 

■家財処分費補助金   

□空家改修工事費補助金 

 

２ 補助金の交付・不交付の別 

■交 付   

□不交付（理由：                   ） 

 

３ 交付決定額  

  金    ９０，０００ 円 
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《 申請者が作成する 》 

様式第６号（第９条関係） 

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

龍ケ崎市長 様 

 

 申請者 住  所 龍ケ崎市〇〇２丁目１－１ 

                   氏  名 龍ケ崎 一郎  印   

                   電話番号 ６４－×××× 

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付変更申請書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付け龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号で補助金の交付決定が

あった龍ケ崎市空家バンク活用促進事業について，事業内容を次のとおり変更し

たいので，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付要綱第９条第１項の規定

により申請します。 

 

補助金の種類 
 ■家財処分費補助金 

 □空家改修工事費補助金 

申請者区分 
 ■登録物件の所有者等 

 □空家の利用登録者 

変更内容  家財処分の経費の変更 

変更理由 

処分する家財の量が当初より増えてしまい，処分の経費が変

更（増額）となったため。 

 ・変更後の補助対象額  ２００，０００円 

・変更後の交付申請額  １００，０００円 

備  考 
変更前の補助対象額：１８０，０００円，変更前の交付申請

額：９０，０００円 

(添付書類) 

  変更内容に係る資料（見積書，内訳書等） 

 

 
  

本人確認 □免 □パ □マイカ □保 □他（    ） コピー・提示 

交付決定後に，変更が生じた場合に使用します 
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《 市が作成する 》 

様式第７号（第９条関係） 

 

龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号 

 

（申請者）住 所 龍ケ崎市〇〇２丁目１－１ 

氏 名 龍ケ崎 一郎    

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付変更決定通知書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のあった龍ケ崎市空家バンク活用促進事

業補助金交付変更申請について，次のとおり決定したので，龍ケ崎市空家バン

ク活用促進事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

   令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長       印 

 

記 

 

１ 補助金の種類 

■家財処分費補助金   

□空家改修工事費補助金 

 

２ 変更承認内容 

家財処分の経費の変更に伴い交付決定額を変更 

交付決定額   変更前   ９０，０００円 

変更後  １００，０００円 
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《 申請者が作成する 》 

様式第８号（第１０条関係） 

 

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長 様 

               申請者 住 所 龍ケ崎市〇〇２丁目１－１ 

                   氏 名 龍ケ崎 一郎   印    

                   電話番号 ６４－×××× 

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業完了実績報告書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付け龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号で補助金の交付決定が

あった龍ケ崎市空家バンク活用促進事業について，完了したので，次のとおり報

告します。 

補助金の種類 
 ■家財処分費補助金 

 □空家改修工事費補助金 

補助金交付決定額  金  １００，０００ 円 

登録物件の所在地  龍ケ崎市〇〇町〇〇番地 

着手年月日  令和〇〇年〇〇月〇〇日 

完了年月日  令和〇〇年〇〇月〇〇日 

添付書類 

１ 家財処分後又は改修工事施行後の写真 

 ２ 補助対象事業に係る費用の領収書の写し 

 ３ その他（                 ）               

  

本人確認 □免 □パ □マイカ □保 □他（    ） コピー・提示 
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《 市が作成する 》 

様式第９号（第１１条関係） 

                           

龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号 

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

（申請者） 住 所 龍ケ崎市〇〇２丁目１－１ 

                    氏 名 龍ケ崎 一郎 

                 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付額確定通知書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで提出された龍ケ崎市空家バンク活用促進事業完

了実績報告書を審査した結果，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金の額を確

定したので，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付要綱第１１条の規定に

より通知します。 

  

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長          印 

          

記 

 

補助金の種類 
 ■家財処分費補助金 

 □空家改修工事費補助金 

交付確定額    金  １００，０００円（ア）    

交付決定額    金  １００，０００円（イ） 

変更増減額 金        ０円（ア）－（イ） 

備   考  
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《 申請者が作成する 》 

様式第１０号（第１２条関係） 

 

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長 様 

              申請者 住  所 龍ケ崎市〇〇２丁目１－１ 

                  氏  名 龍ケ崎 一郎    印   

                  電話番号 ６４－×××× 

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付請求書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付け龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号で額の決定を受けた補

助金について，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付要綱第１２条の規定

により，次のとおり請求します。 

 

補助金の種類 
 ■ 家財処分費補助金   

 □ 空家改修工事費補助金 

交付確定額   １００，０００円 

交付請求額   １００，０００円 

振込先 

金融機関名   〇 〇 銀 行 支店名 △△支店 

口 座 番 号   １２３４５６７ 区 分   普 通 

フ リ ガ ナ   リュウガサキ イチロウ 

口座名義人   龍 ケ 崎 一 郎 

 

 
  

本人確認 □免 □パ □マイカ □保 □他（    ） コピー・提示 
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《 申請者が作成する 》 

様式第１号（第７条関係）  

                                      

令和〇〇年〇〇月〇〇日  

 

龍ケ崎市長 様 

 

 申請者 住  所 龍ケ崎市〇〇１丁目２－３ 

                  氏  名 竜崎 次郎    印   

                   電話番号 ６２－×××× 

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付申請書 

              

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金の交付を受けたいので，龍ケ崎市空家

バンク活用促進事業補助金交付要綱第７条の規定により関係書類を添えて申請し

ます。 

なお，同要綱第４条の規定に関し，市が必要な調査をすることに同意します。 

補助金の種類 
 □家財処分費補助金 

 ■空家改修工事費補助金 

申請者区分 
 □登録物件の所有者等 

 ■空家の利用登録者 

登録物件の所在地  龍ケ崎市〇〇町〇〇番地 

補助対象額       ９００，０００円 

補助金交付申請額       ４５０，０００円 

内  容 

 空家の改修工事 

 （建物東側の軒天改修，キッチン改修，玄関ドア改修 

 など） 

補助事業の 

実施期間 
令和〇〇年〇月〇〇日 から 令和〇〇年〇〇月〇〇日まで 

事業の請負業者 

住所又は

所在地 

龍ケ崎市〇〇〇町〇〇〇〇番地 

     電話 ６４－×××× 

氏名又は

名称 
  株式会社〇〇〇〇 龍ケ崎支店 

 

  

２．空家改修工事費の補助金の申請 
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添付書類等  

 家財処分費補助金 
担当課 

記載欄 

１ 空家バンク活用促進事業実施計画書（様式第２号）  

２ 家財の処分に要する費用が分かる見積書及び内訳書の写し  

３ 登録物件の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し  

４ 家財の処分前の状況が分かる写真  

５ 誓約書（家財処分用）（様式第３号）  

６ その他（                      ）  

 

 

 空家改修工事費補助金 
担当課 

記載欄 

１ 空家バンク活用促進事業実施計画書（様式第２号）  

２ 改修工事に要する費用が分かる見積書及び内訳書の写し  

３ 昭和５６年６月１日以後に建築された家屋 

  ・建築基準法第６条第１項又は同法第６条の２第１項に規定す

る確認済証その他の耐震性の確保が判断できるものの写し 

昭和５６年５月３１日以前に建築された家屋 

  ・耐震基準適合証明書その他の耐震性の確保が判断できるもの

の写し 

 

４ 登録物件の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し  

５ 改修工事の施工前の写真  

６ 誓約書（改修工事用）（様式第４号）  

７ 申請者の住民票の写し  

８ その他（                      ）  

 

 

【担当課記載欄】 

納 

税 

状 

況 

調 

査 

欄 

区    分 滞納の有無 特記事項 

市民税 有 ・ 無 

確認者   印 

固定資産税・都市計画税 有 ・ 無 

軽自動車税 有 ・ 無 

国民健康保険税 有 ・ 無 

介護保険料 有 ・ 無 

下水道使用料 有 ・ 無 

 

  

本人確認 □免 □パ □マイカ □保 □他（    ） コピー・提示 
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                            《 申請者が作成する 》  

様式第２号（第７条関係）                    

                                    令和〇〇年〇〇月〇〇日 

          

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業実施計画書 

 

補助事業の種類 

  □ 家財処分費補助金   ■ 空家改修工事費補助金 

 

補助事業の実施する箇所 内  容 

龍ケ崎市〇〇町〇〇番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

例） 

・台所の改修工事 

（ガスコンロ交換，シンク交換， …  ） 

・浴室改修工事 

（ユニットバスへの交換       ） 

・玄関ドア改修・交換 

（                 ） 

・ベランダの防水工事 

（                 ）  

・屋根の葺き替え工事 

（                 ） 

・外壁の張り替え・塗装工事 

（                 ） 

 

 など 

 

備 考 
 

 
 

  

建物の改修工事の内容が分かるように記載して

ください。 
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 《 申請者が作成する 》 

様式第４号（第７条関係）   

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

          

龍ケ崎市長 様 

  

誓約書（改修工事用） 

 

住 所  龍ケ崎市〇〇１丁目２－３              

氏 名  竜崎 次郎    印 

 

私は，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金の交付申請に当たり，下記の

事項について誓約します。 

 

１ 龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金の交付を受けたときは，速やかに

当該物件に住所を有し，１０年以上居住する見込みです。なお，当該物件か

ら転居等をする場合は，空家バンク制度に登録する等，空家とならないよう

努めます。 

 

２ 私は，登録物件の売主である  龍ケ崎 一郎  と３親等以内の親族で

はありません。 

 

３ 龍ケ崎市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号

に規定する暴力団員等ではありません。 
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 《 市が作成する 》 

様式第５号（第８条関係）            

 

龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号 

 

（申請者）住所  龍ケ崎市〇〇１丁目２－３ 

氏名  竜崎 次郎       

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付（不交付）決定通知書 

   

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のあった龍ケ崎市空家バンク活用促進事業

補助金の交付について，次のとおり決定したので，龍ケ崎市空家バンク活用促進

事業補助金実施要綱第１０条第１項の規定により通知します。 

   令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長       印  

 

記 

 

１ 補助金の種類 

□家財処分費補助金   

■空家改修工事費補助金 

 

２ 補助金の交付・不交付の別 

■交 付   

□不交付（理由：                   ） 

 

３ 交付決定額  

  金    ４５０，０００円 
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《 申請者が作成する 》 

様式第６号（第９条関係） 

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

龍ケ崎市長 様 

 

 申請者 住 所 龍ケ崎市〇〇１丁目２－３ 

                   氏 名 竜崎 次郎    印 

                   電話番号 ６２－×××× 

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付変更申請書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付け龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号で補助金の交付決定が

あった龍ケ崎市空家バンク活用促進事業について，事業内容を次のとおり変更し

たいので，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付要綱第９条第１項の規定

により申請します。 

 

補助金の種類 
 □家財処分費補助金 

 ■空家改修工事費補助金 

申請者区分 
 □登録物件の所有者等 

 ■空家の利用登録者 

変更内容  空家の改修工事費用の変更 

変更理由 

改修する箇所の一部変更により，経費が変更となったため。 

 ・変更後の補助対象額  １，０００，０００円 

・変更後の交付申請額    ５００，０００円 

備  考 
変更前の補助対象額：９００，０００円，変更前の交付申請

額：４５０，０００円 

(添付書類) 

  変更内容に係る資料（見積書，内訳書等） 

 

 
 

本人確認 □免 □パ □マイカ □保 □他（    ） コピー・提示 

交付決定後に，変更が生じた場合に使用します 
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《 市が作成する 》 

様式第７号（第９条関係） 

 

龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号 

 

（申請者）住 所 龍ケ崎市〇〇１丁目２－３ 

氏 名 竜崎 次郎    

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付変更決定通知書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のあった龍ケ崎市空家バンク活用促進事

業補助金交付変更申請について，次のとおり決定したので，龍ケ崎市空家バン

ク活用促進事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

   令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長       印 

 

記 

 

１ 補助金の種類 

□家財処分費補助金   

■空家改修工事費補助金 

 

２ 変更承認内容 

空家の改修工事費の変更に伴い交付決定額を変更 

交付決定額    変更前 ４５０，０００円 

変更後 ５００，０００円 
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《 申請者が作成する 》 

様式第８号（第１０条関係） 

 

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長 様 

              申請者 住  所 龍ケ崎市〇〇１丁目２－３ 

                  氏  名 竜崎 次郎     印     

                  電話番号 ６２－×××× 

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業完了実績報告書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付け龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号で補助金の交付決定が

あった龍ケ崎市空家バンク活用促進事業について，完了したので，次のとおり報

告します。 

補助金の種類 
 □家財処分費補助金 

 ■空家改修工事費補助金 

補助金交付決定額   金  ５００，０００ 円 

登録物件の所在地  龍ケ崎市〇〇町〇〇番地 

着手年月日  令和〇〇年〇〇月〇〇日 

完了年月日  令和〇〇年〇〇月〇〇日 

添付書類 

１ 家財処分後又は改修工事施行後の写真 

 ２ 補助対象事業に係る費用の領収書の写し 

 ３ その他（                 ）               

  

本人確認 □免 □パ □マイカ □保 □他（    ） コピー・提示 
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《 市が作成する 》 

様式第９号（第１１条関係） 

                           

龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号 

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

（申請者） 住  所 龍ケ崎市〇〇１丁目２－３ 

                    氏  名 竜崎 次郎 

                 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付額確定通知書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで提出された龍ケ崎市空家バンク活用促進事業完

了実績報告書を審査した結果，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金の額を確

定したので，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付要綱第１１条の規定に

より通知します。 

  

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長          印 

          

記 

 

補助金の種類 
 □家財処分費補助金 

 ■空家改修工事費補助金 

交付確定額    金  ５００，０００円（ア）    

交付決定額    金  ５００，０００円（イ） 

変更増減額 金        ０円（ア）－（イ） 

備   考  
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《 申請者が作成する 》 

様式第１０号（第１２条関係） 

 

                         令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

龍ケ崎市長 様 

              申請者 住  所 龍ケ崎市〇〇１丁目２－３ 

                  氏  名 竜崎 次郎     印  

                  電話番号 ６２－×××× 

 

龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付請求書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付け龍ケ崎市指令〇〇第〇〇号で額の決定を受けた補

助金について，龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付要綱第１２条の規定

により，次のとおり請求します。 

 

補助金の種類 
 □ 家財処分費補助金   

 ■ 空家改修工事費補助金 

交付確定額   ５００，０００円 

交付請求額   ５００，０００円 

振込先 

金融機関名   × × 信用金庫 支店名 △△支店 

口 座 番 号  ０１２３４５６ 区 分   普通 

フ リ ガ ナ   リュウザキ ジロウ 

口座名義人   竜崎 次郎 

 

 

 

 

  

本人確認 □免 □パ □マイカ □保 □他（    ） コピー・提示 
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Ｑ１ 空家バンク制度とはどのような制度ですか？ 

Ａ１ 

市内の空家・空地（空家等）を「売りたい」「貸したい」といった意向

と，「買いたい」「借りたい」といった意向を組み合わせる制度です。 

登録方法や詳細は市公式ホームページや空家バンク制度の手引

きなどをご覧ください。 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この制度の対象となる空家とは？ 

Ａ２ 

 当市の空家バンク制度に登録されている空家（登録物件）を対象と

しています。 

登録物件の所有者等（登録者）と空家バンクへの利用登録者との

売買（又は賃貸借）契約が成立していることが必要となります。 

 

なお，空家改修工事費補助金については，昭和５６年６月１日以後

に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１項若しくは第６条の２第

１項の規定に基づく確認を受けた物件又は同日前に建設がされた物

件については，耐震性が確保されていると判断できるものが対象とな

ります。 

 

Ｑ３ 補助金の種類と補助金の額はいくらですか？ 

Ａ３ 

補助金の種類・限度額は次のとおりです。 

①家財処分費補助金…上限１０万円（補助対象経費の１／２） 

                                      ※ 

②空家改修工事費補助金…上限５０万（補助対象経費の１／２） 

                                       ※ 

※１，０００円未満は切捨てとなります。 

第４章    よくある質問・Ｑ＆Ａ 

売りた

い・貸し

たい 

買いた

い・借り

たい 

市空家バンク制度 

協    定 

（公社）宅建協会 

宅建業者 

申込・受付 申込・受付 

仲介 仲介 

空家等所有者 利用希望者 
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Ｑ７ 申請の期限はありますか？ 

Ａ７ 

はい。補助金交付の対象は売買契約日又は賃貸借契約日から１

年以内の申請のものです。 

当補助金の制度は空家バンクの活用を促進するための制度である

ことから，家財処分費補助金と空家改修工事費補助金のどちらも，売

買契約日もしくは賃貸借契約日から１年以内に申請して下さい。 

Ｑ８ 申請する場合に特に注意すべき点はありますか。 

Ｑ４ 補助金申請できる人は誰ですか？ 

Ａ４ 
家財処分費補助金の申請は登録者が，空家改修工事費補助金

の申請は利用登録者が行ってください。 

Ｑ５ この補助金を利用できる申請者の条件等は何ですか？ 

Ａ５ 

 この補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」）に

ついては，家財処分費補助金については登録者とし，空家改修工事

費補助金については，登録物件に１０年以上居住見込みである利用

登録者で，次の（１）から（５）のいずれにも該当する者となります。 

( 1 ) 申請時において，市税等を滞納していないこと。 

( 2 ) 登録者と利用登録者が３親等以内の親族でないこと。  

( 3 ) 龍ケ崎市暴力団排除条例（平成２３年龍ケ崎市条例第２３号）

第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴

力団員等でないこと。 

( 4 ) 家財処分及び空家改修工事を，補助金の交付申請を行った

年度内に着手し，かつ，完了するものであること。 

( 5 ) 補助対象物件の売買契約日または賃貸借契約日から１年以 

内の申請であること。 

Ｑ６ 補助金は何回も申請が出来ますか？ 

Ａ６ 

家財処分費補助金及び空家改修工事費補助金ともに，同一物件

に対しては，それぞれ１度限りが補助対象となります。 

たとえ，１度目の補助金が上限に満たない場合でも２度目の申請

はできませんので，十分ご注意ください。 



- 31 - 

Ａ８ 

 補助の予算には限りがありますので，補助金の申請期間内であっ

ても，年度内の申請額が予算額に達した場合は，申請の受付を終了

する場合があります。必ず事前に生活安全課空家対策室にご相談く

ださい。 

Ｑ９ 補助申請から完了するまでの期限の定めはありますか？ 

Ａ９ 

補助の申請を行った同一年度内に着手し，かつ完了する必要があ

ります。 

申請書を提出してから実績報告書を提出するまでに要する期間を

十分に考慮して申請をしてください。 

Ｑ10 申請をすれば，必ず補助金が受けられますか？ 

Ａ10 

 当制度には補助対象となるための要件等が複数ありますので，申

請内容を審査した結果，書類の不備や条件を満たしていないなどが

ある場合は不交付となる場合があります。 

 申請内容等につきましては，必ず事前に生活安全課空家対策室に

ご相談ください。 

Ｑ11 過去に実施した又は実施中の工事等は補助対象となりますか？ 

Ａ11 

いずれも補助対象とはなりません。 

補助金の申請の流れについては，5 ページの「補助金の申請手続

きの流れ」を参照してください。 

Ｑ12 自分で行う家財処分及び改修工事の費用は対象となりますか？ 

Ａ12 補助対象とはなりません。 

Ｑ13 家財処分及び改修工事の業者は市から指定されるのですか？ 

Ａ13 

市からの指定はありません。 

補助対象者が発注したものであり，龍ケ崎市内に本店，支店又は

営業所の所在地を有する法人又は住所を有する個人業者が実施す

るものであれば対象となります。 
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Ｑ14 
家電リサイクル法のリサイクル対象となる廃家電の「リサイクル料金」

はいくらですか？ 

Ａ14 

「リサイクル料金」の目安（税込）は次のとおりです。 

・テレビ 1,836円～3,688円， ・エアコン 972円～2,041円 

・冷蔵庫・冷凍庫 3,672円～5,524円， 

・洗濯機・衣類乾燥機 2,484円～3,202円 

※令和元年６／１現在の料金。メーカーや大きさにより上記料金と

異なる場合があります。 

また，このほか「収集運搬料金」（販売店で異なる）が必要です。 

Ｑ15 
補助申請を行ってから交付決定（又は不交付）までに要する期間

は？ 

 

Ａ15 

およそ２週間程度となります。申請内容の調査・確認に時間を要す

る場合もあるため，余裕をもって申請してください。 

Ｑ16 
改修工事費補助金の対象となる改修工事の内容はどのようなもので

すか？ 

Ａ16 

対象物件の耐久性，機能の維持又は向上させるために行う構造部

分及び付帯設備の修繕・補強等の工事となります。 

 

 補助対象となる改修工事の例 

 ※必ず補助対象となる改修工事に該当するか事前に確認してくだ

さい。 

 

１．基礎，土台，柱の修繕・補強工事 
例）基礎，土台ひび割れ，腐食した柱の補修 など 

 

２．外装工事（屋根，庇，外壁，樋等の修繕工事） 
例）屋根の葺き替え，塗装，防水，部分修理・交換工事 

外壁の塗装，重ね張り，張り替え，補修，防水工事 
など 

 

３．内装工事（天井，内壁，床，収納等） 

例）壁紙・天井のクロス張替え，内装塗装，フローリン 

グの張替え，畳の取り換え など 

 

４．間取りの変更等の模様替え工事 

例）部屋の間仕切りの変更，間仕切りの設置工事 

５．水まわり設備工事（台所，浴室，洗面所，トイレ等） 
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例）キッチン，浴室，洗面所，トイレのリフォーム工事 

 

６．電気，ガス等の設備工事 

例）コンセント，ガス管の交換工事 など 

 

７．バリアフリーのための改修工事（段差解消，手すり設置等） 
例）手すりの取付，スロープの設置工事 など 
 

※介護保険等による補助金を受給している場合は対象外。 
 

８．居住及び周辺へ越境した立木の最小限度の剪定・伐採工事 
例）居住のために必要となる敷地内に繫茂している立木

の最小限度の剪定・伐採 （注１） 
  

  （注１）剪定・伐採のみの申請は補助の対象外です。 
建物の改修工事と同時に実施する場合であり，剪定・伐

採に要する費用の額が建物の改修工事費の補助対象額未

満の場合は補助対象となります。 

「改修工事の費用＞剪定・伐採の費用」 

 

Ｑ17 補助金の算出方法を教えてください。 

Ａ17 

 補助金の額は補助対象経費の２分の１です。上限額は家財処分費

補助金が１０万円。空家改修工事費補助金は５０万円です。 

（※ ただし，補助対象額を計算し，千円未満の端数があるときは，切

り捨てとなります。） 

  

【例１】家財処分費補助金の場合 

 補助対象費用が１６万円の場合，２分の１は８万円となるので，補助

額は８万円です。 

 

【例２】空家改修工事費補助金の場合 

 補助対象費用が１５０万円の場合，２分の１は７５万円ですが，補助

金の上限額が５０万円ですので，補助額は５０万円です。 

Ｑ18 補助対象経費は消費税を含んだ金額となりますか？ 

Ａ18 消費税を含んだ金額となります。 
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Ｑ19 
補助金の交付決定通知書を受けたあとに，内容の変更となる場合は

どのようにすればよいですか？また，変更はできますか？ 

Ａ19 

速やかに市の担当者へ連絡・相談をしてください。その後の手続き

としましては，事業内容の変更に伴う，補助金変更申請書（様式第６

号）を必要な添付書類とともに提出して下さい。 

市が提出された内容を審査し，変更を承認することが適当と認めた

場合は，その旨を変更決定通知書により申請者へ通知します。 

Ｑ20 補助金の申請書類はどこで入手することができますか？ 

Ａ20 
申請関係書類については，市役所４階生活安全課の窓口のほか，

当市のホームページからダウンロードできます。 

Ｑ21 補助金の申請窓口はどこですか？ 

Ａ21 
 龍ケ崎市役所４階の生活安全課となります。 

電話番号 ０２９７－６４－１１１１（内線 493） 

Ｑ22 郵送での申請はできますか？ 

Ａ22 

原則として，窓口に各書類を持参してください。なお，申請等の手

続きについて代行者をたてることができます。その場合，申請者が作

成した「委任状」を提出してください（任意様式）。 

Ｑ23 
複数の共有名義で所有している場合は，申請書は連名ですればよ

いですか。 

Ａ23 

代表者を決めて，その方が申請をして下さい。なお，申請す

るにあたっては共有者全員の同意書が必要となります。 

また，補助金の振込についても，申請書に記載された代表者

名の口座への振込となります。 

Ｑ2４ 補助金の請求書を提出してから入金まではどの程度かかりますか？ 

Ａ2４ 適正な請求書を受理してから２週間程度が目安となります。 
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◎ 参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎ 問合せ先 

〒３０１－８６１１ 茨城県龍ケ崎市３７１０番地 

 

龍ケ崎市役所 生活安全課 空家対策室 

 

電話 ０２９７－６４－１１１１（内線４９２・４９３） 
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第５章       その他 


